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（参考）参照条文 
 
○視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第 49 号） 
（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により

製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定電子書

籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取

組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者（次

条及び第十八条において「出版者」という。）からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を

行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 
 
（視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等） 
第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術

の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 
２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的

記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録

の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。 
 
 
○著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 
（視覚障害者等のための複製等） 

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 
２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒

体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送

信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。 
３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百二

条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定める

ものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他

の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの

（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物

と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四

項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当

該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度におい
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て、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するため

に必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作

物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた

者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への

提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 
 
（翻訳、翻案等による利用） 
第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当

該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことがで

きる。 
一 ～ 三 （略） 
四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案 
五 ～ 六 （略） 

２ （略） 
 
 
○著作権法施行令（昭和 45 年政令第 335 号） 
（視覚障害者等のための複製等が認められる者） 

第二条 法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項におい

て準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（イ、

ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、

ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人

に限る。） 
イ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項の障害児入所施設及び

児童発達支援センター 
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 
ハ 国立国会図書館 
ニ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項の視聴覚障害

者情報提供施設 
ホ 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 
ヘ 学校図書館法（昭和二十八年法律第百八十五号）第二条の学校図書館 
ト 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三の養護老人ホーム及び特

別養護老人ホーム 
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第

百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害

福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、
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同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う

事業に限る。）を行う施設 
二 ～ 三 （略） 

２ （略） 
 
 
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）※令和 6 年４

月 1 日施行 
（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する

研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 
 
（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差

別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 
２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい

る旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に

応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 
 
 


